
 

令和７年度（2025 年度）北海道障害福祉（障害児支援） 

人材確保・職場環境改善等事業費補助金交付要綱 

 

（通則）  

１ この要綱は、北海道障害福祉（障害児支援）人材確保・職場環境改善等事業費補

助金（以下「補助金」という。）の交付に関し、「障害福祉人材確保・職場環境改

善等事業の実施について」(令和７年２月 19 日障発 0219 第３号厚生労働省社会・援

護局障害保健福祉部長通知)の別紙「障害福祉人材確保・職場環境改善等事業実施要

綱」及び「障害児支援人材確保・職場環境改善等事業の実施について」（令和７年

２月 26 日こ支障第 38 号こども家庭庁支援局長通知）の別紙「障害児支援人材確保

・職場環境改善等事業実施要綱」に規定するもののほか、この要綱の定めるところ

による。  

 

（交付の目的）  

２ この補助金は、福祉・介護職員の足元の人材確保の課題に対応する観点から、障 

害福祉現場における生産性を向上し、更なる業務効率化や職場環境の改善を図り、  

障害福祉（障害児支援）人材確保・定着の基盤を構築する事業所に対する支援を目 

的とする。 

 

（交付の対象）  

３ この補助金は、別に定める「北海道障害福祉（障害児支援）人材確保・職場環 

境改善等事業実施要綱」（以下「実施要綱」という。）に基づき、職場環境等の改善 

又は人件費の改善を行う障害福祉サービス等事業者又は障害者支援施設（以下「障害 

福祉サービス事業者等」という。）及び障害児通所支援事業所又は障害児入所施設（以 

下「障害児通所支援事業所等」という。）を対象とする。  

 

（補助金の算定方法）  

４ 交付対象期間中の事業所等に対する各月分の補助額は、次により算出する。な

お、１円未満の端数は切り捨てとする。 

  

補助額＝ 一月当たりの障害福祉サービス等報酬総額×サービス類型別交付率 

 

  ※ 交付金の算定根拠となる障害福祉サービス等報酬総額は、北海道国民健康保

険団体連合会（以下「国保連」という。）において審査後の請求情報に基づく

ものとする。 

※ 一月当たりの障害福祉サービス等報酬総額は、基本報酬サービス費に各種加 

算及び減算を加えた報酬総額とする。対象月の報酬の額に誤りがあり、過誤調 

整を実施した場合は、当該過誤調整分の単位数を含む。 



 

 なお、障害児入所施設等については、支弁した障害児施設措置費も含むこと

とする。 

※ サービス類型別交付率（別紙１表１）は、標準的な職員配置の事業所等で、 

 常勤の福祉・介護職員一人当たり５万４千円相当の補助を実施するために必要   

 な割合をいう。 

 

（交付の条件）  

５ この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。  

（１）事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、知事の承認を受け

なければならない。  

（２）事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けなければならない。  

（３）事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合に

は、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。  

 

（交付申請）  

６ この補助金の交付申請は、実施要綱に定める障害福祉（障害児支援）人材確保・

職場環境改善等事業計画書（以下「計画書」という。）によるものとし、別に定め

る日までに知事に提出するものとする。 

 

 （変更の届出）  

７ 障害福祉サービス事業者等及び障害児通所支援事業所等は、計画書に変更があっ 

た場合は、実施要綱に定める変更届出書により知事に変更の届出を行うものとす 

る。 

 

（交付の決定）  

８ 知事は、本要綱６により計画書の提出があったときは、その内容を審査し、適正   

 と認めるときは、交付を決定する。  

知事は、交付の決定をしたときは、国保連へ交付対象者を通知し、国保連が交付  

対象者へ発送する交付額の通知をもって、交付申請者への決定の通知とする。  

 

（交付の方法）  

９ 障害福祉サービス事業者等及び障害児通所支援事業所等に対する補助金の支払 

（振込）については、原則として、法人ごとに一つの口座に対して行うものとす 

る。その際、振込先口座は、原則として、障害福祉サービス事業者等及び障害児通 

所支援事業所等が国保連に介護給付費等の振込先口座として登録している口座と 

し、知事が国保連から必要な口座情報の提供を受けることについて、計画書を用い 

て、障害福祉サービス事業者等及び障害児通所支援事業所等から同意を得ることと 

する。 

 

（実績報告）  



 

10 実績報告は、実施要綱に定める障害福祉（障害児支援）人材確保・職場環境改善

等実績報告書（以下「実績報告書」という。）によるものとし、本要綱８により交

付の決定を受けた障害福祉サービス事業者等及び障害児通所支援事業所等は、事業

が完了したときは、実績報告書を別に定める日までに知事に提出するものとする。  

 

（補助金の返還）  

11 知事は、補助金の交付を受ける障害福祉サービス事業者等及び障害児通所支援事

業所等が次のいずれかに該当する場合は、既に交付された補助金の一部又は全部を

返還させることができる。  

（１）補助金の補助額に相当する職場環境の改善や人件費の改善が行われていない、 

労働法規を遵守していない等、実施要綱に記載の要件を満たさない場合  

（２）虚偽又は不正の手段により補助金を受けた場合 

 

（違約加算金） 

12 障害福祉サービス事業者等及び障害児通所支援事業所等は、本要綱 11 により、補

助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日ま

での日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間に

ついては、既納額を控除した額）につき年 10.95 パーセントの割合で計算した違約加

算金を道に納付しなければならない。 

 

（違約延滞金） 

13 障害福祉サービス事業者等及び障害児通所支援事業所等は、補助金の返還を命ぜら

れ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日

数に応じ、その未納付額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、

その納付金額を控除した額）につき年 10.95 パーセントの割合で計算した違約延滞金

を道に納付しなければならない。 

 

附則  

この要綱は、令和７年４月 21 日から施行する。 

  



 

別紙１ 

 

表１ 障害福祉（障害児支援）人材確保・職場環境改善等事業 対象サービス 

サービス区分 交付率 

居宅介護 12.7％ 

重度訪問介護 12.7％ 

同行援護 12.7％ 

行動援護 12.7％ 

重度障害者等包括支援 12.7％ 

生活介護 7.2％ 

施設入所支援 13.6％ 

短期入所 13.6％ 

療養介護 13.6％ 

自立訓練（機能訓練） 7.9％ 

自立訓練（生活訓練） 7.9％ 

就労移行支援 5.5％ 

就労継続支援Ａ型 5.5％ 

就労継続支援Ｂ型 5.5％ 

就労定着支援 5.5％ 

自立生活援助 5.5％ 

共同生活援助（介護サービス包括型） 9.4％ 

共同生活援助（日中サービス支援型） 9.4％ 

共同生活援助（外部サービス利用型） 9.4％ 

児童発達支援 9.6％ 

医療型児童発達支援 9.6％ 

放課後等デイサービス 9.6％ 

居宅訪問型児童発達支援 9.6％ 

保育所等訪問支援 9.6％ 

福祉型障害児入所施設 16.6％ 

医療型障害児入所施設 16.6％ 

注 障害者支援施設が行う日中活動系サービスは、各サービスと同じ交付率を適用す 

る。 

 

表２ 障害福祉（障害児支援）人材確保・職場環境改善等事業 非対象サービス 

サービス区分 交付率 

計画相談支援、地域相談支援（移行）、地域相談支援（定着）、 

障害児相談支援 
0％ 

 


